
 

決済保証準備金の見直しに伴うＣＤＳ清算業務に関する 

清算参加者の破綻処理に関する規則の一部改正について 

 

 

Ⅰ．改正趣旨 

ＣＤＳ清算業務の状況を踏まえ、当社が積み立てる決済保証準備金の額を見直すこととし、ＣＤＳ

清算業務に関する清算参加者の破綻処理に関する規則について、以下のとおり改正を行う。 

 

Ⅱ．改正概要 

 

○ 決済保証準備金の額の見直し 

 ・第二階層ＣＤＳ決済保証準備金の額を１０億円とする。 

 

 

 

（備  考） 

 

 

・ ＣＤＳ清算業務に関する

清算参加者の破綻処理に

関する規則第４条 

 

 

Ⅲ．施行日 

  平成２６年９月１２日から施行する。 

 

以   上 

 



別紙 

ＣＤＳ清算業務に関する清算参加者の破綻処理に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（第二階層ＣＤＳ決済保証準備金の積立て等） （第二階層ＣＤＳ決済保証準備金の積立て等） 

第４条 当社は、１０億円を、第二階層ＣＤＳ決

済保証準備金として積み立てる。 

第４条 当社は、ＣＤＳ清算業務の開始に際し、

２０億円を、第二階層ＣＤＳ決済保証準備金と

して積み立てる。 

２ 当社は、各事業年度の終了後、ＣＤＳ清算業

務に係る利益のうち当社がその都度定める額

を、第二階層ＣＤＳ決済保証準備金として積み

立てる。 

（新設） 

３ 前２項の規定にかかわらず、本業務方法書等

の定めるところにより第二階層ＣＤＳ決済保証

準備金の全部又は一部が取り崩された場合に

は、その取り崩された額を第二階層ＣＤＳ決済

保証準備金の額から減じる。 

２ 本業務方法書等の定めるところにより第二階

層ＣＤＳ決済保証準備金の全部又は一部が取り

崩された場合には、その取り崩された額を第二

階層ＣＤＳ決済保証準備金の額から減じる。 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２６年９月１２日から施

行する。 
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